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様式第15号 記　入　例

所属番号 6 5 4 3 2 1

職員番号 1 2 3 4 5 6

氏　　名　　互助　太郎       　印

  （　　）希望します　　　　　　　　　　　　　 （　　）希望しません

           以下もご記入ください　　　　　　　　　　　         以下の記入は不要です

　１　身体障害者の認定について

　(　　)　受けていない　　　　　　　 (　　)　受けている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          等級（　　）級

　　（注）　退職互助規程第６条により，身体障害者１・２級の認定を受けている方は，市町村から

 　　  　　　医療費助成金があるため医療補助金は給付されません。

　２　配偶者について

　３　縁故者について

続　柄

鹿児島市千年○○

続　柄

鹿児島市照国町○○

(注）
　１　申請書に記載の連絡先等が変更になる場合は，「退教互諸変更届（退様式第１号）」
　　　を提出してください。

　　　なるべく住所変更の生じない方を記入してください。

退職関係給付金等申請書

退 職 年 月 日  ○○年○○月○○日　　　

生 年 月 日 〇○年○○月○○日（○○歳）

退職時の所属名 鹿児島中央小学校

退 職 後 の 住 所

〒（892 ―0841） 電話　・　携帯電話

鹿児島市照国町１１－３５
   (099) 225 -4555

   090 - xxxx - xxxx

氏　　名 互助　花子 〇○年○○月○○日　  090 - xxxx - xxxx

　　　　　　一般財団法人鹿児島県教職員互助組合の給付規程第４条による『退職生業資金』及び

　　　　 特別見舞金規程第４条による『積立金預り金』の還付を申請します。

　　　　　　また，退職互助規程第２条による『退職互助事業』を利用する場合は，積立金預り金から

　　　　 拠出金を差引くことに同意します。

　　　　　　　　　一般財団法人鹿児島県教職員互助組合理事長　殿

○○年　○○月　〇〇日

        退職互助規程第２条による『退職互助事業』の利用について（希望の項目に〇印）

フリガナ ｺﾞｼﾞｮ　ﾊﾅｺ 生　年　月　日 電　話　番　号

フリガナ ｺﾞｼﾞｮ　ｲﾁﾛｳ 住　　　所 電　話　番　号

氏　　名 互助　一郎 長男
〒（890-0001）

 090 - xxxx - xxxx

受　付　印

　２　縁故者欄は，住所変更等により連絡がとれない場合に消息を知るためのものです。

フリガナ ﾃﾙｸﾆ　ｶｽﾞｵ 電　話　番　号

氏　　名 照国　一男 友人
〒（892-0841）

 090 - xxxx - xxxx

未定の場合は，現住所を記入
し，後日連絡してください。
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【退職に関わる事務手続き】 
 

退職に伴い，次の手続きが必要となります。 

１ページの記入例を参考にし，「退職関係給付金等申請書（様式第１５号）」に記入・押印の上， 

３月末までに同封の返信用封筒に切手を貼って送付してください。退職後，引き続き公立学校等へ勤

務する場合も手続きが必要です。 

  申請書を提出することにより，退職生業資金（掛金預り金の還付）の給付及び積立金預り金の還付

が受けられます。退職教職員互助制度（３ページ参照）利用の有無についても選択してください。 

   
給付金及び還付金について 

 

  申請書が２０２３（令和５）年３月末までに互助組合へ到着した場合は，２０２３（令和５）年４

月末までに，登録口座へ送金します。４月１日以降到着した場合は，受付した日の属する月の翌月に

登録口座へ送金します。 

   １ 退職生業資金（掛金預り金） 

     在職時，給料月額の１００分の１を掛金として納めた分を還付します。 

     平成１４年３月以前納入分・・・全額還付 

     平成１４年４月以降納入分・・・９割還付 

   ２ 積立金預り金 

     在職時，月額２,０００円を積立金として納めた分を還付します。 

 
登録口座について 

 

退職後に現職中（２０２３（令和５）年１～３月診療分）の医療補助金が送金されます。 

また，退職教職員互助制度に加入する場合は，引き続き給付金受取口座として利用します。 

そのため，登録口座は解約をしないようお願いします。 

  登録口座の変更を希望する場合は，「口座登録変更申請書（事様式第４号）」に通帳の写しを添え

て，互助組合へ提出してください。（鹿児島銀行県庁支店，九州労働金庫各支店，ゆうちょ銀行のい

ずれか） 

 
互助組合貸付金未償還金について 

 

  退職時に互助組合の貸付金の未償還金がある場合，県が支給する「退職手当」から控除します。互

助組合から県に控除を依頼しますので，手続きは不要です。 

 

    退職生業資金・積立金預り金の合計額，登録口座及び貸付金未償還金の額は，1月下旬に所属

の個人宛て送付しております「１２月末現在の残高状況」にて確認するか，互助組合へ電話にて

お問い合わせください。 

 

提出先 ： 〒892-0841 鹿児島市照国町 11－35 

一般財団法人鹿児島県教職員互助組合 
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退職教職員互助制度のご案内 
 

  退職教職員互助制度（略して「退教互」。以下退教互という。）は，退職後の生活の安定と生きがい

の充実の一助を願い，相互扶助の理念に基づいて１９７７（昭和５２）年３月に発足しました。 

 

  退教互の医療補助金給付事業は，７５歳の誕生日の前日までと期限はありますが，退職後の不安要

素の一つである「医療費」の負担軽減がなされる教職員だけの制度です。その他にも，広報誌の中で，

同じ退教互組合員の現況に触れたり，保養施設事業を利用したりすることで，気分転換を図ることも

できるかと思います。 

  退職される皆様が，この「退教互」制度を十分に理解し，利用いただけるようご案内します。 

 

 

 １ 利用資格 
 
   互助組合加入期間が１０年以上，満５０歳以上で退職する者 

 

 ２ 利用方法 
 
   「退職関係給付金等申請書」にて利用の意思表示を行ってください。 

   ※ 退職後２か月以内に申請しなければ利用できません。 

 

 ３ 拠出金の納入 
 
   拠出金の額は，下表のとおりです。退職時に還付する「積立金預り金」から差し引きます。 

   ※ 拠出金は，退教互組合員への給付等の事業費に充てますので，退会時にお返しすることはあ

りません。 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    （２０１８（平成３０）年 4月 1日から適用） 

 ４ 退会について 
 
   満７５歳の誕生日の前日で，自動的に退会となります。死亡の場合は，死亡日で退会となります。 

   満７５歳の誕生月の翌月に互助組合から退会案内を発送します。 
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退職時 

の年齢 

60 歳以上 59 歳以上

60 歳未満 

58 歳以上

59 歳未満 

57 歳以上

58 歳未満 

56 歳以上

57 歳未満 

拠出金 30 万円 32 万円 34 万円 36 万円 38 万円 

55 歳以上

56 歳未満 

54 歳以上

55 歳未満 

53 歳以上

54 歳未満 

52 歳以上

53 歳未満 

51 歳以上

52 歳未満 

50 歳以上

51 歳未満 

40 万円 42 万円 44 万円 46 万円 48 万円 50 万円 



 ５ 「退教互」の給付事業 

 
 
     医療補助金 
 
     退教互組合員が健康保険法の定めにより疾病又は負傷により治療を受けたとき，給付します。 

    ・ 対象者  

      退教互組合員 

    ・ 給付額  

      保険対象医療費の月毎，病院毎（医科，歯科，入院，外来別），調剤薬局毎（処方箋発行元

毎）の自己負担額から１，０００円を控除した金額の６０％（１００円未満切捨て） 

      ※ 控除額，給付割合は財政状況等により変更となる場合があります。 

    ・ 請求方法  

      「医療補助金請求書（退様式第２号）」に「医療機関領収内訳書（退様式第４号）」又は医

療機関が発行する領収書の写しを添えて，互助組合へ提出 

      ※ 退職後も，現職時の職員番号と同じ番号が付された公立学校共済組合証を使用する場

合は自動給付です。 

    ・ 留意事項  

     １ 医療補助金は，公的機関（国，県及び市町村），健康保険組合から助成がある場合は，保

険負担額から助成額を差し引き，給付額を計算します。 

     ２ 身体障害者１・２級と認定された場合，市町村から医療費の助成が受けられるため，医

療補助金の給付は発生しません。 

     ３ 高額療養費について，２０１８（平成３０）年８月診療分から，７０歳未満所得区分「ア・

イ・ウ」を「エ」，７０歳以上所得区分「現役並所得」を「一般」とみなし，自己負担限度

額を適用しています。 

      ※ 高額療養費制度とは，前年度の所得により区分が設定され，所得区分毎に定められた

ひとつきの自己負担限度額を超えて，医療費窓口負担額を支払った場合に，保険者から

還付が受けられる制度です。所得区分や計算方法等は保険者へお尋ねください。 

 

 

 

 

    退教互の医療補助金給付事業は，入院，手術の保障だけでなく，病院・歯科医院への通院，

保険診療の整骨院への通院も補助の対象となります。医療機関毎の計算にはなりますが，同一

月内複数回通院されて保険負担額が１，１７０円以上になれば給付が発生します。 

入院を前提としての通院保障を行っている生命保険会社もあるようですが，外来の通院にも

補助が出る医療補助金給付事業は，多くの退教互組合員に喜ばれております。 

次のページに「ある月の受診状況と健康保険証毎の給付例」を掲載しておりますので，どの

程度医療費負担が軽減されるかを参考にしてください。 
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（例）太郎さん（所得区分「ウ」）のある月の受診状況（２０２３（令和５）年４月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （給付例 ２０２３（令和５）年４月１日以降診療分） 

 

    公立学校共済組合証を使っている 
 
    ・ 互助整形外科               ※ １００円未満切捨て 

     ① （5,000－1,000）×0.6＝2,400円 

     ② （25,000※１－1,000）×0.6＝14,400円 

    ・ 山下歯科  

     ③ （2,910－1,000）×0.6＝1,100円 

    ・ 照国薬局  

     ④ （1,170－1,000）×0.6＝100円      合計給付額 18,000円 

 

  

 

    国民健康保険証を使っている 
 
    ・ 互助整形外科              ※ １００円未満切捨て 

     ① （5,000－1,000）×0.6＝2,400円 

     ② （57,600※2－1,000）×0.6＝33,900円 

    ・ 山下歯科  

     ③ （2,910－1,000）×0.6＝1,100円 

    ・ 照国薬局  

     ④ （1,170－1,000）×0.6＝100円      合計給付額 37,500円 

 

    ※１ 25,000 円を超える保険負担部分については，公立学校共済組合から附加給付金として

給付されます。（留意事項１） 

    ※２ 所得区分「エ」の自己負担限度額です。（留意事項３） 
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山下歯科 互助整形外科 照国薬局 

太郎さんは腰痛のため，整形外科を受診

して，入院・手術を受ける事になりまし

た。術後，リハビリで５回通院をしまし

た。 

窓口負担は，初診で 3,000 円，リハビリ一

回につき 400 円×５回の合計 5,000 円①

と入院・手術で 150,000 円（内保険負担

分は 80,430 円②）を負担しました。 

太郎さんは虫歯の治療で４

回通院しました。窓口負担は

1,230 円，780 円，450 円が

2 回の合計 2,910 円③でし

た。 

また，歯の痛みが強いため，

鎮痛薬の処方箋を書いても

らいました。 

 

太郎さんは山下歯科でも

らった処方箋で鎮痛薬を

もらいました。負担は

1,170 円④でした。 



 

    障害見舞金 
 
     退教互組合員が「退教互」在会中に身体障害者１・２級の認定を受け，医療補助金が受けら

れないこととなったとき，給付します。 

    ・ 対象者  

      退教互組合員 

    ・ 給付額  

      在会年数により異なる，下表のとおり 

     

 

 

 

    ・ 請求方法  

      「見舞金請求書（退様式第５号）」に身体障害者手帳の写しを添えて互助組合へ提出 

    ・ 留意事項  

      現職中に身体障害者１・２級の認定を受けている場合は，給付されません。 

 

 

 

    死亡弔慰金 
 
     退教互組合員が「退教互」在会中に死亡したとき，遺族に給付します。 

    ・ 対象者  

      退教互組合員 

    ・ 給付額  

      在会年数により異なる，下表のとおり 

     

 

 

 

    ・ 請求方法  

      「弔慰金請求書（退様式第６号）」に死亡を証明する書類を添えて互助組合へ提出 

 

 

 

      広報誌の送付 
 
     「退教互だより」を年３回発行し，ご自宅宛て送付します。 

     ※ 住所変更により，送付不能になる事例が多く発生しています。住所変更時は，「退教互

諸変更届（退様式第１号）」を提出してください。 
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加入期間 1年以内 1年を超え 

2年以内 

2年を超え 

3年以内 

3年超 

障害見舞金 １５万円 １０万円 ５万円 ２万円 

加入期間 1年以内 1年を超え 

2年以内 

2年を超え 

3年以内 

3年超 

死亡弔慰金 １５万円 １０万円 ５万円 ３万円 



 

 

     保養施設利用補助金 
 
     互助組合が指定する保養施設（指定保養施設，山の家・海の家，湯治施設）を利用したとき，

給付します。 

    ・ 対象者  

      退教互組合員及び配偶者（扶養を要件としない） 

    ・ 給付額  

      指定保養施設・湯治施設   1泊につき 1,500円 

      山の家・海の家       1泊につき 4,000円 

    ・ 留意事項  

      １ 指定保養施設は年間本人 15泊，配偶者 15泊まで 

      ２ 湯治施設は月内本人 7泊，配偶者 7泊まで 

      ３ 山の家・海の家は夏季休業期間中に利用でき，期間中，本人 2泊，配偶者 2泊まで 

      ４ 夫婦共，退教互組合員の場合は，それぞれが退教互組合員とその配偶者として申請可

能 

 

 

 

      

 

６ 給付金額等の状況（過去２年間）                              

年 

度 

医療補助金 保養施設利用補助金 

給付総額 受給者数 平均給付額 最高給付額 5万円以上 

指定保養施設 

利 用 件 数 

「山・海の家」 

利 用 件 数 

R２ 119,178,400円 3,162名 37,600円 1,228,900円 700人   957件   442件 

R３ 115,954,300円 3,126名 37,000円 1,300,500円 723人 1,031件  381件 
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７ その他 

退職教職員互助制度に加入いただくことにより継続してご利用可能です。 
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退職時の手続きフロー

退教互加入後の医療補助金について

健康保険証に記載されている記号・番号の

番号が現職時の職員番号と同じですか

健康保険証が変更になるまでは自動給付 医療補助金請求書にて申請が必要

「１２月末現在の残高状況」で登録口座，掛金額等を確認ください

給付金受取口座を変更しますか

退教互加入拠出金が差し引かれた，

退職生業資金・積立金の受取
退職生業資金・積立金の受取

「退職関係給付金等請求書（様式第１５号）」の記入及び提出

退職互助事業の利用を希望しますか

「口座登録変更申請書（事様式第４号）」へ記入及び提出

１月下旬頃

３月下旬迄

３月３１日迄

４月下旬迄

お使いの健康保険証は公立学校共済組合証ですか

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO
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